
千葉県千葉リハビリテーションセンター施設整備に係る基本計画（原案）からの変更箇所 

 

新 旧 

Ｐ．４  (2) センターの概要 

（イ） 医療型障害児入所施設「愛育園」 

愛育園は、医療法に基づく病院、児童福祉法に基づく医療型障害児入所施設

と、障害者総合支援法に基づく療養介護施設の３つの性格を持っている。 

ａ 入所機能 

 

 

Ｐ．２１  (7) 新センターの基本方針 

(ウ） 療育機能・在宅支援機能の強化 

〇在宅生活をする最重度の重症心身障害児者の日中活動等の場の提供(通所支

援） 

〇在宅の重症心身障害児者や医療的ケア児とその家族を支援する短期入所の受

入れ体制の強化 

〇民間施設等では対応が困難な重症心身障害児者の受入れ体制の強化(入所支

援） 

〇隣接する袖ケ浦特別支援学校との相互連携 

 

 

・年長社会的入園病棟 ６０床 重症心身障害者（療養介護） 
（18 歳以上）  濃厚な医療が必要な重症心身障害児 
・年少社会的入園病棟 
（18 歳未満） 

３３床 医療的ケアが必要な重症心身障害児・ 肢
体不自由児 

  自立レベルが低い重症心身障害児・肢体
不自由児 

・療育病棟 ３２床 自立レベルが高い重症心身障害児・肢体
不自由児 

・親子入園 ７床 療育者と障害児（親子） 
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